
善
意
の
寄
付

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

◆
髙
田
幸
大
歌
謡
教
室
様

か
ら
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

備
品
用
と
し
て
７
万
５
８

８
７
円

◆
８
月
の
ふ
る
さ
と
応
援
寄

付
は
２
１
９
５
件
で
、
金
額

は
３
７
１
５
万
６
０
０
０
円

で
し
た
。

宝
く
じ
助
成
事
業
で

備
品
を
整
備

　

(

一
財)

自
治
総
合
セ
ン

タ
ー
が
社
会
貢
献
広
報
事
業

と
し
て
実
施
す
る
宝
く
じ
助

成
金
の
適
用
を
受
け
て
、
コ

ス
タ
ミ
ラ
に
し
き
の
は
ま
自

治
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動

備
品
を
整
備
し
ま
し
た
。

備
品　

書
架(

両
面)

２
台
、

書
架(

片
面)

１
台
、
絵
本
架

１
台
、
児
童
用
角
型
閲
覧

テ
ー
ブ
ル
３
台
、
木
製
椅
子

17
脚
、
平
机
７
台

問
合
せ
先　

魅
力
づ
く
り
推

進
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・

７
２
３
０

な
く
そ
う
部
落
差
別
調
査

　

10
月
は
「
大
阪
府
部
落
差

別
事
象
に
係
る
調
査
等
の
規

制
等
に
関
す
る
条
例
」
啓
発

推
進
月
間
で
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
部
落
差
別

事
象
の
発
生
を
防
止
し
、
基

本
的
人
権
を
守
る
た
め
、
結

婚
差
別
や
就
職
差
別
な
ど
を
引

き
起
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
個
人

お
よ
び
土
地
に
関
す
る
調
査
・

報
告
な
ど
の
行
為
を
規
制
し
て

い
ま
す
。
部
落
差
別
に
つ
な
が

る
お
そ
れ
の
あ
る
調
査
の
依
頼

は
や
め
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先　

大
阪
府
人
権
局
人

権
擁
護
課
☎
06
・
６
２
１
０
・

９
２
８
２

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を

一
時
停
止

　

住
民
票
・
戸
籍
事
項
証
明

書
・
戸
籍
附
票
・
印
鑑
証
明

書
・
課
税
証
明
書
の
発
行
お
よ

び
他
の
市
町
村
に
お
住
ま
い
の

か
た
の
戸
籍
の
利
用
登
録
申
請

も
停
止
し
ま
す
。

運
用
停
止　

11
月
11
日(
土)

午

前
６
時
30
分
～
13
日(

月)
午
前

10
時

運
用
再
開　

11
月
13
日(

月)
午

前
10
時
30
分

問
合
せ
先　

市
民
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
３
７
１

公
園
墓
地
（
三
ヶ
山
）　

無
料
小
型
バ
ス
運
行

運
行
日　

10
月
18
日(

水)

、
11

月
８
日(

水)
※

荒
天
の
場
合
は
運
行
し
ま
せ

ん
の
で
、
市
代
表(

☎
０
７

２
・
４
２
３
・
２
１
５
１)

で

必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

運
行
区
間　

水
間
観
音
駅

⇔

公

園
墓
地
管
理
事
務
所
前

問
合
せ
先　

市
民
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
３
７
１
、
公

園
墓
地
管
理
事
務
所
☎
０
７

２
・
４
４
７
・
２
２
９
６

ホームページ

たこ焼きクーちゃん

ハロウィンジャンボ宝くじ発売

　ハロウィンジャンボ宝くじの当せん
金は、１等・前後賞合わせて５億円！
ハロウィンジャンボミニも同時発売!!
　インターネットからも買えます！
発売期間　10月20日(金)まで
問合せ先　(公財)大阪府市町村振興協会
　　　　　☎06ー6941ー7441

令
和
６
年
度

大
阪
農
大
一
般
入
学
試
験

　

農
業
を
学
び
た

い
か
た
へ
！

　

詳
し
く
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

申
込
期
間　

11
月
13
日(

月)

～

12
月
４
日(

月)

試
験
日　

12
月
11
日(

月)

問
合
せ
先　

農
業
大
学
校(

羽

曳
野
市)

☎
０
７
２
・
９
７

９
・
７
０
３
２

大
阪
府
森
林
等
環
境
整
備

事
業
府
民
説
明
会

　

大
阪
府
で
は
、
森
林
環
境
税

を
活
用
し
、
豪
雨
や
猛
暑
か
ら

府
民
を
守
る
た
め
の
対
策
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
事
業
に
つ
い

て
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
の

で
ご
参
加
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
時　

11
月
２
日
(

木)

午
後
２
時
～
３
時
30
分

場
所　

泉
南
府
民
セ
ン
タ
ー
多

目
的
ホ
ー
ル(

岸
和
田
市
野
田
町)

定
員　

50
人(

定
員
に
な
り
次
第

締
切)

申
込
・
問
合
せ
先　

泉
州
農
と

緑
の
総
合
事
務
所
☎
０
７
２
・

４
３
９
・
３
６
０
１

高
等
工
科
学
校
生
徒
募
集

　

将
来
陸
上
自
衛
隊
で
、
高
機
能

化
・
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
装
備
品

を
駆
使
・
運
用
す
る
と
と
も
に
、

国
際
社
会
に
対
応
で
き
る
自
衛
官

を
養
成
し
ま
す
。

対
象　

日
本
国
籍
が
あ
る
中
卒

(

見
込
含)

～
17
歳
未
満
の
男
子

締
切　

推
薦

：

12
月
１
日(

金)

一
般

：

令
和
６
年
１
月
５
日(

金)

問
合
せ
先　

自
衛
隊
大
阪
地
方

協
力
本
部　

岸
和
田
地
域
事
務
所

☎
０
７
２
・
４
２
６
・
０
９
０
２

水間観音駅発

＜運行時刻表＞

公園墓地発

９：10

10：10

11：05

12：05

10：00

10：55

11：55

12：55

広 報 か い づ か 令和5年10月(11)　第1007号

ホームページ

ホームページ

時間時間内容内容 場所場所 定員定員

各
５
人

(

定
員
に
な
り
次
第
締
切)

　　

常
時

５
人

　スマホを充電してお持ちください。
日程　11月10日(金)・20日(月)対象　市内在住のかた申込　10月11日
(水)～電話でJ:COMスマホ教室受付へ☎0120ー197ー392(午前10時～午後７
時)※初級者：①②、中級者：③④、応用編：⑤⑥

スマホ教室・相談会

地域をつなぐ町会・自治会支援

問合せ先　デジタル推進課
☎072ー433ー7235

①電源の入れ方、ボタン操作方法

②電話のかけ方、カメラの使い方

③メールやインターネットの利用方法

④アプリのインストール方法や
　地図アプリの利用方法

スマホ相談会
※申込不要。５人を超えた場合は
　順次案内します。

⑤SNSの使い方、スマホを安全に
　使うために

⑥知っておくと役に立つマイナ
　ポータル！オンライン申請方法など

午後１時～２時

午後２時～３時

午後３時15分

　　～４時15分

市役所４階
中会議室Ｃ

市役所４階
中会議室Ｃ
(10日のみ)

市役所４階
中会議室Ｃ
(10日のみ)

市役所４階
相談室兼
会議室
(10日のみ)

10日午後１時～２時

20日午前10時～11時

10日午後２時～３時

20日午前11時～正午

午前10時～11時

午前11時～正午

新たに町会自治会活動の支援補助金を開始
　市内には101の町会・自治会があり、各地域で住民主体のまちづくりが推進されてい
ます。市では、各町会などの活動を支援することを目的とした「持続可能な地域コミュ
ニティ活動支援事業補助金」を今年度から始めました。
補助金の種類　①活動維持を目的とする取組み
　　　　　　　②地域の課題解決を目的とする取組み
　詳しくは、ホームページをご覧ください。
※令和４年度で、市から貝塚市町会連合会へ加入促進事業として委託して
いました「可燃ごみ袋」の配布事業は終了しました。

町会自治会担当職員制度
　令和４年４月から、各町会自治会に担当職員を４人程度配置し、会長・
役員のかたを通じて、町会自治会からの相談をお聴きしています。担当職
員は、相談事項の関係課や他の行政機関と連絡調整を行います。
　これまで、57町会自治会から199件の相談を受けました。(８月末時点)
相談内容は、環境衛生、町会活動、道路公園、交通安全が多い順となって
います。

　台風や豪雨などの自然災害に便乗して、悪質な業者が出現したりし
ます。火災保険や地震保険を使って修理などを勧誘するトラブルで
す。
相談事例　訪問業者が「火災保険で修理できる。屋根を見てみましょ
う」と言って屋根の写真を撮った。台風で瓦がずれている写真を見せ
られたので、勧められるままに工事契約書と保険請求代行申請書に署
名した。その後契約書をよく読むと、解約すると違約金として保険金
の30％を支払わなければならないとあった。

　保険金の申請代行と工事が一体となっている契約で、工事を断ると
高額な違約金や手数料を請求されたりします。その場で契約せず、契
約内容をしっかりと確認し、慎重に検討しましょう。
　火災保険は、台風や雪などによる損害が対象です。災害と関係のな
い、古くなって傷んだ部分の修理の申請はできません。
　保険金の申請に手数料はかかりません。ご自身で簡単に請求手続き
ができます。加入している保険会社や保険代理店に問合せましょう。
相談・問合せ先　消費生活センター☎072－433－7190(平日午前10時～
正午・午後１時～４時30分)

災害に便乗した悪質商法「保険で修理できる」に注意！
(116)

問合せ先　魅力づくり推進課☎072－433－7230

広告


